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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

和泉市は、江戸時代から続く伝統ある「繊維工業」や独特で高度な技術を要する     

「人造真珠」、経験により研ぎ澄まされた感覚から作り出される「ガラス細工」など

の生産地として栄えてきた。さらに現代においては、複数の鉄道網や高速道路網が

整備され、大阪都心や関西空港へのアクセスの良さを背景として、産業団地「テク

ノステージ和泉」には機械工業等の各種企業が集積しているほか、大阪産業技術研

究所や大阪府立南大阪高等職業技術専門校も隣接しており、「ものづくり」を生み

出す環境が整った産業都市として発展している。そういった背景のなか、市内事業

者のほとんどが小規模事業者又は中小企業者であり、本市における産業構造は、卸

売業、小売業に次いで製造業の割合が高く、その中でも、とりわけ繊維工業は全国

平均の５倍近い集積がある。 

  本市の人口構造は、平成に入りトリヴェール和泉を中心とした開発の進展などか

ら若者世代、特に子育て世代の流入により、年少人口、生産年齢人口は、それぞれ

国の割合と比較しても高く、高齢者人口の割合は低く、人口構成のバランスが良い

という優位性を有している。しかし、昨今の全国的な少子高齢化・人口減少社会の

本格的な到来の波は非常に大きく、本市においても近年人口減少に転じた。このよ

うな全国的な社会環境の悪化は、労働力人口や国内需要を減少させ、安価な海外製

品が流入し、国際的な競争が激しくなるなど、地域経済の根幹をなす市内中小企業

者を取り巻く環境も厳しさを増しており、この状況が続けば、本市の産業基盤の喪

失につながりかねないものとなっている。これを打開するには、市内中小企業者の

生産性の向上を図り、人口減少による人手不足の解消や国際競争力の強化を進める

ことが必要である。ついては、中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定にもと

づく導入促進基本計画を策定し、以下の目標を達成することを目指す。 

 

（２）目標 

和泉市では、平成２６年４月に和泉市中小企業振興条例を施行し、中小企業振 

興に関する施策を実施するには、市、事業者、経済団体等及び市民との協働の推進

に努めるものと定めている。このことから、商工会議所などの認定支援機関やその

他支援団体と連携し、市内中小企業者の設備投資を促進し、成長の底上げに不可欠

な設備等への投資の加速化や生産性向上を実現し、ひいては本市地域経済の活性化

に寄与することを目標とする。また、これらを達成するために、年１０件の先端設

備等導入計画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関 



する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

和泉市の産業は、卸売業、小売業、製造業、建設業やサービス業など多岐に渡り、

これらが本市地域経済の基盤を形成している。従って、多種多様な産業における設

備投資を促進し、生産性向上を図ることが必要と考えることから、中小企業等経営

強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。ただし、太陽光発電

設備及びその他再生可能エネルギー関連事業に供する設備については、人手不足の

解消に直接結びつかないため、対象としない。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

和泉市の産業は、古くからの既成市街地、計画的に開発された新市街地、また、

自然豊かな山間部等の広域に渡り立地しており、広く事業者の生産性の向上を図る

ために、対象地域は市内全域とする。 

   

（２）対象業種・事業 

和泉市の産業は、卸売業、小売業、製造業、建設業やサービス業など多岐に渡り、

これらが、本市地域経済の基盤を形成している。このことから、本市地域経済の活

性化を実現するためには広く事業者の生産性の向上を図る必要があることから、全

業種・全事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  国が同意した日から２年間（令和５年４月１日～令和７年３月３１日）とする。 

   

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、市

内事業所における雇用の安定ひいては創出に配慮する。なお、市内事業所に常駐

する雇用者がいない場合の計画については、認定の対象としない。 

・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。  

・先端設備等導入計画を認定した市内中小企業者の計画の進捗状況について、調

査を実施する場合がある。 

 

 



（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 


